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  この度、政府が要請した全国一斉臨時休業を踏まえ、大多数の学校において

臨時休業の措置が取られており、これに伴い学校給食が停止されたことによ

り、学校給食関係事業者に様々な影響が生じています。 

このため、「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対策－第 2 弾－」にお 

いて、学校給食休止への対応策が決定され、全国学校給食会連合会（都道府県 

学校給食会等）から学校の設置者に通知されましたので、お知らせします。 

（別添） 

また、食品納入業者・生産者等に対し、学校給食用に納入を予定していた野 

菜・果実等について、代替販路の確保に向けたマッチング等の支援及び販路が 

確保できない場合の慈善団体等への寄附のための輸送費等の支援を行うこと 

としていますので、紹介します。 

   

１ 臨時休業に伴う学校給食休止への対応について 

  市町村に対し、学校給食の発注の取消等に当たり、影響を受けている事業 

者への食材費等の支払に要する額の 3/4 について、国が支援することとさ 

れました（学校給食費返還等事業）。 

補助対象経費は以下のとおり。 

学校臨時休業対策費補助金交付要綱 別記 

【学校の設置者が負担した学校給食費等に相当する経費】 

事業者に対して既に発注されていた食材にかかる違約金等（ただし、事 

業者が当該食材を転売できた場合、その売上金額分は除くものとする） 

   このため、貴団体におかれましては、臨時休業中の学校給食費（食材費） 

について、 

① 学校設置者と直接取引されている食材納入事業者、農業者等の方々に 

おかれましては、取引をされている学校設置者に対し、 



 

② 食材納入事業者等を通じて学校設置者に食材を納入している食品事 

業者、農業者等の方々におかれましては、食材納入事業者等に対し、 

それぞれ速やかに御相談していただきますよう、お知らせします。 

 

２ フードバンク活用の促進対策及び生成利用の促進対策について 

食品納入業者・生産者等に対し、学校給食用に納入を予定していた野菜・

果実等について、代替販路の確保に向けたマッチング等の支援及び販路が確

保できない場合の慈善団体等への寄附のための輸送費等の支援を行うこと

としています。（別紙チラシを参照下さい。） 

 

 ３ 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う影響と国への要望について 

   報道によれば、近々、緊急経済対策として補正予算が組まれるとの情報が

あります。情報 No１でもお知らせしていますが、新型コロナウイルス感染

症の拡大に伴う影響に対処するため、各々の団体として国への具体的な要望

があれば早急にお知らせください。 

様式は定めませんが、可能な範囲で、要望の背景についても情報提供頂け 

れば幸いです。 

 

 

 

【本件のお問合せ先】 

企画調査部 武石 （takeishi@shokusan.or.jp 03-3224-2365）  

  橋本 (hashimoto@shokusan.or.jp 03-3224-2368) 

  池田 （ｉｋｅｄａ@shokusan.or.jp 03-3224-2379） 

 

【国への要望の送信先】  

メールの場合： jfia-kikaku@shokusan.or.jp 

ＦＡＸの場合： ０３－３２２４－２３９８ 
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